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（注）１  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。 

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。 
３  第５期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号  平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。 

   

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第５期

第２四半期 
連結累計期間 

第６期
第２四半期 
連結累計期間 

第５期

会計期間 
自  平成23年３月１日
至  平成23年８月31日 

自  平成24年３月１日 
至  平成24年８月31日 

自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日 

売上高 (百万円)  455,440  457,122  941,415

経常利益 (百万円)  7,710  11,007  22,941

四半期(当期)純利益 (百万円)  2,282  3,905  18,804

四半期包括利益又は包括利益 (百万円)  1,499  3,494  19,036

純資産額 (百万円)  326,780  382,014  342,561

総資産額 (百万円)  778,350  1,010,202  767,543

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円)  4.32  7.39  35.57

潜在株式調整後 
１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円)  4.32  7.39  35.57

自己資本比率 (％)  40.8  33.0  43.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円)  13,881  12,772  24,365

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △27,082  △70,437 △26,781

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円)  7,479  70,635 △6,872

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円)  27,484  37,172  24,204

回次 
第５期

第２四半期 
連結会計期間 

第６期
第２四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自  平成23年６月１日
至  平成23年８月31日 

自  平成24年６月１日 
至  平成24年８月31日 

１株当たり四半期純利益金額 (円)  5.97  3.99
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当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む主な事業内

容の変更及び関係会社の異動は次のとおりであります。 

   

（百貨店事業） 

  主な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。 

   

（パルコ事業） 

  第１四半期連結会計期間より、新たに株式会社パルコの株式を取得したため、持分法適用の範囲

に含めておりましたが、平成24年８月27日付で、株式会社パルコの株式を追加取得したため、当第

２四半期連結会計期間より、同社及び同社の子会社５社を連結の範囲に含めております。 

  また、これに伴い株式会社パルコを持分法適用の範囲から除外し、同社の子会社２社及び関連会

社１社を、持分法適用の範囲に含めております。 

   

（スーパーマーケット事業） 

  主な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。 

   

（卸売事業） 

  主な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。 

  

（クレジット事業） 

  主な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。 

    

（その他事業） 

平成24年８月20日付で、ＪＦＲ  ＰＬＡＺＡ Inc.を新たに設立したため、当第２四半期連結会

計期間より連結の範囲に含めております。 

   

   

   

２【事業の内容】
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当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証

券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

   

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

   

(1) 経営成績の分析 

  当第２四半期連結累計期間（平成24年３月１日～平成24年８月31日）の日本経済は、東日本大

震災の復興需要等を背景とする回復の動きが見られたものの、中国など海外景気減速の影響を受

けて生産や輸出が低迷し、また、欧州債務問題による海外景気の更なる下振れ懸念も高まるな

か、先行き不透明感が強まる状況のうちに推移いたしました。 

  百貨店業界では、３月の売上高は、前年に東日本大震災の影響を受けた反動から前年を大きく

上回ったものの、５月以降は天候不順の影響などもあり、前年を下回る状況のうちに推移いたし

ました。 

  こうした状況のなか、当社グループは、将来への成長・発展に向け、百貨店事業の競争力向上

とグループとしての成長力強化に取り組みました。 

  百貨店事業におきましては、「新百貨店モデル」の確立に向け、幅広い顧客層に支持される魅

力的な店舗の創造に取り組みました。松坂屋名古屋店では、大型改装の第１期として本館・北

館・南館各館の１・２階を中心に刷新し、南館にはヤングレディースファッション「うふふガー

ルズ」を導入するとともに、ファストファッションブランド「Ｈ＆Ｍ」を導入いたしました。 

大丸神戸店では、食品フロアの大型改装を行い、話題性、提案性の高い食のスペシャリティフロ

アを構築いたしました。また、大丸東京店については、８月の地下１階食品フロアを皮切りに各

フロアを順次増床オープンし、10月５日にグランドオープンいたしました。 

  グループとしての成長力強化に向けては、百貨店を核に複数の事業を展開するマルチリテイラ

ーとしての発展に向け、都市型商業施設の開発・運営において優れた事業ノウハウを有する株式

会社パルコを３月に持分法適用関連会社化した後、７月から８月にかけて株式の公開買付けを実

施し追加取得した結果、８月27日付で連結子会社化いたしました。 

  加えて、中国での百貨店事業展開に向け、上海市黄浦区での本格的な高級百貨店の新設・運営

に関する事業提携について、５月に中国現地企業と基本合意したほか、アジア地域での展開を目

指す「プラザ」事業については、来春の台湾での１号店出店に向け、当社と当社の持分法適用関

連会社である株式会社スタイリングライフ・ホールディングスとの共同出資による子会社 

ＪＦＲ  ＰＬＡＺＡ Inc.を８月20日に設立いたしました。 

  また、株式会社ディンプルが営む販売受託事業について、専門性を高めて販売力・マネジメン

ト力を向上させ、大丸松坂屋百貨店の営業力強化と収益力向上ならびにグループ外部からの販売

受託拡大をはかるため、同社から分社・独立させ、株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツを

９月３日に設立いたしました。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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  あわせて、グループレベルで組織・要員構造の改革を進めるとともに、あらゆる経費構造の見

直しを図るなど、経営効率の向上に取り組みました。 

  以上のような諸施策に取り組みました結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、前年同

四半期に比べ、売上高は０．４％増の４，５７１億２２百万円、営業利益は２６．４％増の９１

億５６百万円、経常利益は４２．８％増の１１０億７百万円、四半期純利益は７１．１％増の 

３９億５百万円となりました。 

      

セグメントの業績は次のとおりであります。 

    当第２四半期連結累計期間より報告セグメントを、従来の５事業から「パルコ事業」を追加

し６事業としております。 

    なお、当第２四半期連結会計期間末をみなし取得日としたことから、損益計算書を連結して

いないため、「パルコ事業」は記載しておりません。 

   

  ＜百貨店事業＞ 

    売上高は、前年同四半期と比べ１．０％増の３，５８１億８６百万円となり、営業利益は 

  ４９．７％増の６４億８８百万円となりました。 

   

  ＜スーパーマーケット事業＞ 

    大型店舗における同業他社との競争激化や店舗閉鎖の影響などにより、売上高は前年同四半

期と比べ１０．２％減の５１７億２９百万円、一方で販売費及び一般管理費の削減に取り組み

ましたが、４億４６百万円の営業損失となりました。 

   

  ＜卸売事業＞ 

    金属・自動車部門をはじめ、多くの主要部門が前年を上回ったことにより、売上高は前年同

四半期と比べ１４．５％増の２５８億６４百万円、営業利益は２３．４％増の４億７４百万円

となりました。 

   

  ＜クレジット事業＞ 

    百貨店各店での特設カウンター展開やタブレット端末の活用など、カード開拓活動を強化

し、会員数の増加に努めたことにより、売上高は前年同四半期と比べ４．６％増の４１億９０

百万円、営業利益は１６．３％増の１１億５８百万円となりました。   

   

  ＜その他事業＞ 

    Ｊ.フロント建装で百貨店やホテルの改装工事など受注が増加したことに加え、人材派遣業の

ディンプルでの百貨店や商業施設からの受託増などにより、売上高は前年同四半期と比べ 

  １２．６％増の４６０億７９百万円、営業利益は３１．４％増の１４億４９百万円となりまし

た。 

   

－4－



(2) 財政状態の分析 

  当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ２，４２６億５９百万円

増加し、１兆１０２億２百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べ 

２，０３２億６百万円増加し、６，２８１億８８百万円となりました。これらは主に、株式会社

パルコを連結子会社化したことによるものです。純資産合計は、主に少数株主持分の増加により

前連結会計年度末に比べ３９４億５３百万円増加し、３，８２０億１４百万円となりました。 

   

(3) キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」の残高は、前連結会計年度末に 

比べ１２９億６８百万円増の３７１億７２百万円となりました。 

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

あります。 

   

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは１２７億７２百万円の収入となりました。前第２四半期

連結累計期間との比較では、法人税等の支払いが増加したことなどにより１１億９百万円の収

入減となりました。 

   

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動によるキャッシュ・フローは７０４億３７百万円の支出となりました。前第２四半期

連結累計期間との比較では、株式会社パルコの株式取得などにより４３３億５５百万円の支出

増となりました。 

   

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動によるキャッシュ・フローは７０６億３５百万円の収入となりました。前第２四半期

連結累計期間との比較では、短期借入金の新規調達などにより、６３１億５６百万円の収入増

となりました。   

   

－5－



(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

  当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重

要な変更及び新たに生じた課題はありません。 

  なお、当社は株式会社の支配に関する基本方針について定めており、その内容は次のとおりで

あります。 

   

① 基本方針の内容 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務及び事業の内

容や当社グループの企業価値の源泉を十分に理解し、当社グループの企業価値ひいては株主共同

の利益を継続的かつ持続的に確保し、これを向上していくことを可能とする者であることが必要

であるものと考えております。 

当社は、当社が上場会社であることから、当社の株主の在り方については、一般的には金融商

品取引所における自由な市場取引を通じて決まるものであり、特定の株主又は特定の株主グルー

プによって当社株式の一定規模以上の取得行為（以下「大量取得行為」といいます。）が行われ

る場合であっても、当該大量取得行為が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資す

るものであれば、一概にこれを否定するものではなく、これに応じるか否かについては、最終的

には株主の皆さまのご判断に委ねられるべきものと考えております。 

しかしながら、大量取得行為の中には、その目的等からして当社グループの企業価値に対する

明白な侵害をもたらすもの、株主の皆さまに当社株式の売却を事実上強要するおそれがあるも

の、当社取締役会や株主の皆さまが大量取得者の提案内容等について検討し、又は当社取締役会

が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、当社グループの企業価値を

毀損する重大なおそれをもたらすものも想定されます。 

このような当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量取得行為を行う者

（以下「大量取得者」といいます。）は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として

は不適切であり、当社は、このような大量取得行為に対しては、大量取得者による情報提供並び

に当社取締役会による検討及び評価といったプロセスを確保するとともに、当社グループの企業

価値ひいては株主共同の利益の毀損を防止するため、当社取締役会及び株主の皆さまが大量取得

者の提案内容を検討するための十分な時間を確保することこそが、株主の皆さまから当社経営の

負託を受けた当社取締役会の責務であると考えております。 

   

② 基本方針の実現に資する取組み 

当社グループは、大丸・松坂屋の創業以来、その企業理念、伝統精神である「先義後利（義を

先にして利を後にする者は栄える）」、「諸悪莫作 衆善奉行（諸悪をなすなかれ、多くの善行を

行え）」、「人の利するところにおいて、われも利する」に基づき、永年にわたって呉服商、百

貨店業を営んでまいりました。 

当社は、当社グループの企業価値の源泉は、これらの理念、精神に基づくことにより築き上げ

られてきた、お客さま及び社会との信頼関係にあるものと考えております。 
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そこで、当社は、これらの理念、精神に共通する「お客さま第一主義」、「社会への貢献」を

体現するため、当社グループの基本理念として「時代の変化に即応した高質な商品・サービスを

提供し、お客さまの期待を超えるご満足の実現を目指す」、「公正で信頼される企業として、広

く社会への貢献を通じてグループの発展を目指す」ことを掲げ、この基本理念に基づき、当社グ

ループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保及び向上に資するため、当社グループのビジョ

ンである「百貨店事業を核とした、質・量ともに日本を代表する小売業界のリーディングカンパ

ニーの地位の確立」を目指し、さまざまな施策に取り組んでおります。 

   

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組み 

当社は、現在のところ、大量取得者が出現した場合の具体的な取組み、いわゆる買収防衛策に

ついて特にこれを定めてはおりません。 

しかしながら、大量取得者が出現した場合には、当社グループの企業価値の毀損を防止するた

め、大量取得者の属性、大量取得行為の目的、大量取得者が提案する財務及び事業の方針、株主

の皆さま及び当社グループのお客さま・お取引先さま・従業員・当社グループを取り巻く地域社

会その他のステークホルダーに対する対応方針など、大量取得者に関するこれらの情報を把握し

た上で、当該大量取得行為が当社グループの企業価値に及ぼす影響を慎重に検討する必要がある

ものと考えます。 

したがって、このような場合には、当社は、当社社内取締役から独立した立場にある社外役員

及び有識者をメンバーとする独立委員会を設置し、その勧告意見を踏まえた上で、当該大量取得

者が前記の基本方針に照らして不適切な者であると判断されるときは、必要かつ相当な対抗措置

を講じることにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保する所存でありま

す。 

   

④ 具体的な取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

当社グループで策定するさまざまな施策は、当社グループの基本理念に基づいて策定されてお

り、当社グループの企業価値の源泉であるお客さま及び社会との信頼関係の更なる構築を目指す

ものであります。したがって、これらの施策は、基本方針の内容に沿うものであり、当社グルー

プの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであると考えております。 

また、基本方針に照らして不適切な者であると判断される大量取得者に対して必要かつ相当な

対抗措置を講じることについては、当社社内取締役からの独立性が確保されている独立委員会の

勧告意見を踏まえて判断することにより、その判断の公正性・中立性・合理性が担保されてお

り、当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なうものではないとともに、当社の会社役員

の地位の維持をその目的とするものではないと考えております。 

   

(5) 研究開発活動 

特記事項はありません。 
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(6) 従業員数 

当第２四半期連結累計期間において、株式会社パルコ及び同社の子会社５社を連結の範囲に含

めたことに伴う従業員数の増加は、以下のとおりであります。 

（注）１  従業員数は就業人員であります。 

２  従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当第２四半期連結累計期間の平均雇用人員であります。 

   

(7) 主要な設備 

当第２四半期連結累計期間において、株式会社パルコ及び同社の子会社５社を連結の範囲に含

めたことに伴う主要な設備の増加は、以下のとおりであります。 

（注）１  上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２  従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当第２四半期連結累計期間の平均雇用人員であります。 

   

 平成24年８月31日現在 

セグメントの名称 従業員数（人）

パルコ事業 
    

  〔 〕 

1,399

497

平成24年８月31日現在

セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額（百万円） 
従業員数
（人） 建物及び

構築物 
土地

（千㎡） 
その他 合計 

パルコ事業 店舗等  59,814
 

（ ）

79,526

46
 1,699  141,040

 

〔 〕

1,399

497
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①【株式の総数】 

   

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成24年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。 

   

 該当事項はありません。     

   

該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

   

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式  2,000,000,000

計  2,000,000,000

種類 
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成24年８月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成24年10月12日) 

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容

普通株式  536,238,328  536,238,328

東京証券取引所
大阪証券取引所 
名古屋証券取引所 
各市場第一部 

単元株式数
1,000株 

計  536,238,328  536,238,328 － －

(2)【新株予約権等の状況】

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4)【ライツプランの内容】

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成24年６月１日～ 
平成24年８月31日 

 －  536,238 －  30,000  －  7,500
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（注）１  Ｊ.フロント リテイリング共栄持株会は当社グループの取引先企業で構成されている持株会であります。 

２  上記のほか自己株式が7,430千株あり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は1.38％であります。 

   

(6)【大株主の状況】

平成24年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％) 

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号  36,712  6.84

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11番３号  30,347  5.65

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号  28,666  5.34

Ｊ.フロント リテイリング 
共栄持株会 

東京都中央区八重洲二丁目１番１号  15,627  2.91

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号  14,291  2.66

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号  11,464  2.13

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号  8,369  1.56

Ｊ.フロント リテイリング 
従業員持株会 

東京都中央区八重洲二丁目１番１号  7,908  1.47

日本トラスティ・サービス信託銀行 
株式会社(三井住友信託銀行再信託分・ 
株式会社三井住友銀行退職給付信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号  6,409  1.19

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY   
CLIENTS 
(常任代理人  香港上海銀行東京支店) 

338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000 
AUSTRALIA 
(東京都中央区日本橋三丁目11番１号) 

 6,128  1.14

計 －  165,925  30.94
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①【発行済株式】 

（注）１  「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、20,000株(議決権20個)含まれて 

           おります。 

２  「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式319株及び相互保有株式477株がそれぞれ含まれております。

   

②【自己株式等】 

   

該当事項はありません。   

   

   

   

   

(7)【議決権の状況】

    平成24年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式(自己株式等) － － － 

議決権制限株式(その他) － － － 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式)
普通株式 

 7,430,000
－ － 

(相互保有株式)
普通株式 

 770,000
－ － 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

 515,642,000
 515,642 － 

単元未満株式 
普通株式 

 12,396,328
－ － 

発行済株式総数  536,238,328 － － 

総株主の議決権 －  515,642 － 

  平成24年８月31日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
Ｊ.フロント リテイリング㈱ 

東京都中央区銀座
六丁目10番１号  7,430,000  －  7,430,000  1.38

(相互保有株式) 
㈱白青舎 

東京都千代田区岩本町
一丁目３番９号  770,000  －  770,000  0.14

計 －  8,200,000 －  8,200,000  1.52

２【役員の状況】
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１  四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」

(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 

   

２  監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成24年

６月１日から平成24年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年３月１日から平成24年

８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビュー

を受けております。 

   

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,204 37,172

受取手形及び売掛金 54,720 62,667

有価証券 1,769 1,464

たな卸資産 ※1  28,070 ※1  30,869

繰延税金資産 12,457 13,815

その他 28,594 35,621

貸倒引当金 △575 △671

流動資産合計 149,240 180,939

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  138,968 ※2  198,554

土地 ※2  353,713 ※2  432,630

建設仮勘定 445 1,948

その他（純額） ※2  2,817 ※2  4,851

有形固定資産合計 495,944 637,984

無形固定資産   

のれん － 1,746

その他 17,694 41,836

無形固定資産合計 17,694 43,582

投資その他の資産   

投資有価証券 33,983 34,942

長期貸付金 1,442 1,622

敷金及び保証金 48,938 86,685

繰延税金資産 4,687 6,765

その他 18,525 20,754

貸倒引当金 △2,913 △3,075

投資その他の資産合計 104,664 147,695

固定資産合計 618,302 829,263

資産合計 767,543 1,010,202
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 74,616 95,356

短期借入金 58,940 129,059

コマーシャル・ペーパー 9,998 16,993

1年内償還予定の社債 － 1,000

未払法人税等 4,657 5,425

前受金 17,032 18,694

商品券 39,374 39,155

賞与引当金 6,174 6,899

役員賞与引当金 154 －

返品調整引当金 － 16

単行本在庫調整引当金 － 163

販売促進引当金 340 605

商品券等回収損失引当金 10,322 10,945

事業整理損失引当金 1,097 1,029

その他 44,967 54,193

流動負債合計 267,676 379,539

固定負債   

社債 － 500

長期借入金 37,087 74,387

繰延税金負債 83,257 102,066

再評価に係る繰延税金負債 1,308 1,279

退職給付引当金 25,022 26,927

役員退職慰労引当金 62 44

負ののれん 1,163 23

その他 9,403 43,420

固定負債合計 157,305 248,649

負債合計 424,982 628,188

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,000 30,000

資本剰余金 209,598 209,581

利益剰余金 100,133 101,659

自己株式 △5,967 △5,949

株主資本合計 333,764 335,291

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △827 △1,413

繰延ヘッジ損益 △1 △33

為替換算調整勘定 △18 △15

その他の包括利益累計額合計 △847 △1,463

新株予約権 99 15

少数株主持分 9,544 48,170

純資産合計 342,561 382,014

負債純資産合計 767,543 1,010,202
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 455,440 457,122

商品売上高 452,030 453,322

不動産賃貸収入 3,410 3,800

売上原価 345,885 348,481

商品売上原価 344,407 346,728

不動産賃貸原価 1,477 1,752

売上総利益 109,555 108,640

販売費及び一般管理費 ※  102,312 ※  99,484

営業利益 7,243 9,156

営業外収益   

受取利息 169 170

受取配当金 301 305

債務勘定整理益 1,708 1,770

負ののれん償却額 1,145 1,140

持分法による投資利益 － 1,594

その他 515 267

営業外収益合計 3,841 5,248

営業外費用   

支払利息 779 788

固定資産除却損 191 297

商品券等回収損失引当金繰入額 1,875 1,872

持分法による投資損失 152 －

その他 375 440

営業外費用合計 3,373 3,398

経常利益 7,710 11,007

特別利益   

固定資産売却益 － 540

投資有価証券売却益 24 36

事業整理損失引当金戻入額 320 233

その他 － 94

特別利益合計 344 905

特別損失   

固定資産処分損 309 1,926

投資有価証券売却損 3 2

投資有価証券評価損 1,204 720

減損損失 － 10

事業整理損 － 534

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,254 －

段階取得に係る差損 － 1,667

その他 462 28

特別損失合計 4,235 4,890
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

税金等調整前四半期純利益 3,819 7,022

法人税、住民税及び事業税 1,484 3,397

法人税等調整額 △188 △486

法人税等合計 1,296 2,911

少数株主損益調整前四半期純利益 2,523 4,111

少数株主利益 240 205

四半期純利益 2,282 3,905
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,523 4,111

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △978 △618

繰延ヘッジ損益 △3 △47

為替換算調整勘定 － △5

持分法適用会社に対する持分相当額 △41 54

その他の包括利益合計 △1,023 △616

四半期包括利益 1,499 3,494

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,260 3,289

少数株主に係る四半期包括利益 238 204
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,819 7,022

減価償却費 6,709 6,671

減損損失 － 10

負ののれん償却額 △1,145 △1,140

貸倒引当金の増減額（△は減少） 75 44

賞与引当金の増減額（△は減少） △326 △494

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,961 △493

販売促進引当金の増減額（△は減少） 2 △5

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △591 △67

商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） 512 564

受取利息及び受取配当金 △471 △476

支払利息 779 788

持分法による投資損益（△は益） 152 △1,594

固定資産売却損益（△は益） － △540

固定資産処分損益（△は益） 309 1,926

投資有価証券売却損益（△は益） △21 △33

投資有価証券評価損益（△は益） 1,204 720

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,254 －

段階取得に係る差損益（△は益） － 1,667

売上債権の増減額（△は増加） 1,171 △116

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,924 197

仕入債務の増減額（△は減少） △2,282 2,653

未収入金の増減額（△は増加） △1,380 △1,028

長期前払費用の増減額（△は増加） 1,757 △264

その他 5,225 3,141

小計 16,719 19,152

利息及び配当金の受取額 408 414

利息の支払額 △758 △781

法人税等の支払額 △2,488 △6,012

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,881 12,772

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △11,063 △30,647

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 993 790

有形及び無形固定資産の取得による支出 △11,903 △9,814

有形及び無形固定資産の売却による収入 12 1,038

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △34,047

短期貸付金の増減額（△は増加） 344 98

長期貸付けによる支出 △20 △5

長期貸付金の回収による収入 30 27

その他 △5,476 2,122

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,082 △70,437
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △9,300 66,836

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 14,997 6,995

長期借入れによる収入 14,000 15,850

長期借入金の返済による支出 △10,066 △16,316

自己株式の取得による支出 △10 △10

配当金の支払額 △1,843 △2,372

少数株主への配当金の支払額 △94 △94

その他 △202 △252

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,479 70,635

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,720 12,968

現金及び現金同等物の期首残高 33,204 24,204

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  27,484 ※  37,172
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※１  たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 

   

※２  うち信託に係るものは次のとおりであります。 

     

  ３  保証債務 

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年３月１日  至  平成24年８月31日) 

（1）連結の範囲の重要な変更 

第１四半期連結会計期間より、新たに株式会社パルコの株式を取得したため、持分法適用の範囲に含めておりま

したが、平成24年８月27日付で、株式会社パルコの株式を追加取得したため、当第２四半期連結会計期間より、同

社及び同社の子会社５社を連結の範囲に含めております。 

また、平成24年８月20日付で、ＪＦＲ  ＰＬＡＺＡ Inc.を新たに設立したため、当第２四半期連結会計期間よ

り、連結の範囲に含めております。 

なお、変更後の連結子会社の数は30社であります。 

  

（2）持分法適用の範囲の重要な変更 

  「（1）連結の範囲の重要な変更」に記載のとおり、株式会社パルコを連結の範囲に含めたことに伴い、持分法適

用の範囲から除外し、同社の子会社２社及び関連会社１社を持分法適用の範囲に含めております。 

  なお、変更後の持分法適用関連会社の数は９社であります。 

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年３月１日  至  平成24年８月31日) 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。 

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

  
前連結会計年度

（平成24年２月29日） 
当第２四半期連結会計期間
（平成24年８月31日） 

  

商品及び製品 

仕掛品 

原材料及び貯蔵品 

（百万円） 

27,483

252

333

（百万円） 

29,877

589

402

  
前連結会計年度

（平成24年２月29日） 
当第２四半期連結会計期間
（平成24年８月31日） 

  

信託建物及び構築物（純額） 

信託土地 

信託その他（純額） 

（百万円） 

－

－

－

（百万円） 

15,162

13,223

94

  
前連結会計年度

（平成24年２月29日） 
当第２四半期連結会計期間
（平成24年８月31日） 

  

従業員住宅他融資の保証 

㈱ＳＤＳ企画（㈱下関大丸の
子会社）リース契約保証 

（百万円） 

32

14

（百万円） 

26

12

計 46 38
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 ※ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は次のとおりであります。   

   

 ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

   

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間（自  平成23年３月１日  至  平成23年８月31日) 

  １  配当金支払額 

   
  ２  基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連

結会計期間末後となるもの 

   

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  平成24年３月１日  至  平成24年８月31日) 

  １  配当金支払額 

   
  ２  基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連

結会計期間末後となるもの 

(四半期連結損益計算書関係)

  
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年３月１日 
至  平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年３月１日 
 至  平成24年８月31日) 

  

貸倒引当金繰入額 

役員報酬及び給料手当 

賞与引当金繰入額 

役員退職慰労引当金繰入額 

（百万円） 

487

23,807

6,067

4

（百万円） 

286

23,469

5,633

4

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

  
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年３月１日 
至  平成23年８月31日） 

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年３月１日 
至  平成24年８月31日） 

  

現金及び預金 

預入期間が３か月を超える定期預金 

現金及び現金同等物の範囲に
含めた有価証券 

（百万円） 

28,072

△605

17

（百万円） 

37,172

－

－

現金及び現金同等物 27,484 37,172

(株主資本等関係)

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年４月12日 
取締役会 

普通株式  1,850  3.50 平成23年２月28日 平成23年５月９日 利益剰余金

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年10月11日 
取締役会 

普通株式  1,850  3.50 平成23年８月31日 平成23年11月９日 利益剰余金

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年４月10日 
取締役会 

普通株式  2,379  4.50 平成24年２月29日 平成24年５月７日 利益剰余金

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月９日 
取締役会 

普通株式  2,379  4.50 平成24年８月31日 平成24年11月９日 利益剰余金
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Ⅰ  前第２四半期連結累計期間（自  平成23年３月１日  至  平成23年８月31日） 

  １  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１  セグメント利益の調整額△92百万円には、セグメント間取引消去936百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,029百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない四

半期連結財務諸表提出会社の費用です。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

  ２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

    該当事項はありません。 

   

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  平成24年３月１日  至  平成24年８月31日） 

  １  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１  セグメント利益又は損失の調整額32百万円には、セグメント間取引消去1,197百万円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△1,165百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない四半期連結財務諸表提出会社の費用です。 

２  セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

     （単位：百万円）

  
百貨店 
事業 

スーパー
マーケッ
ト事業 

卸売事業
クレジッ
ト事業 

その他
事業 

計 
調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

売上高                 

(1) 外部顧客への売上高  353,830  55,898  19,280  2,051  24,380  455,440  －  455,440

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高  727  1,680  3,300  1,955  16,543  24,208  △24,208  －

計  354,557  57,579  22,581  4,006  40,923  479,648  △24,208  455,440

セグメント利益  4,335  517  384  995  1,102  7,336     △92  7,243

     （単位：百万円）

  
百貨店 
事業 

スーパー
マーケッ
ト事業 

卸売事業
クレジッ
ト事業 

その他
事業 

計 
調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

売上高                 

(1) 外部顧客への売上高  357,429  50,353  22,387  2,193  24,759  457,122  －  457,122

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高  757  1,376  3,477  1,997  21,320  28,929  △28,929  －

計  358,186  51,729  25,864  4,190  46,079  486,051  △28,929  457,122

セグメント利益 
         又は損失（△）  6,488  △446  474  1,158  1,449  9,124       32  9,156
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  ２  報告セグメントごとの資産に関する情報 

平成24年８月27日付で、株式会社パルコの株式を追加取得したため、当第２四半期連結累計

期間より、同社及び同社の子会社５社を連結の範囲に含めております。これに伴い、当第２四

半期連結累計期間より報告セグメントを、従来の５事業から「パルコ事業」を追加し６事業と

しております。 

  この影響により、当第２四半期連結会計期間末において「パルコ事業」のセグメント資産が

２，３８２億７５百万円増加しております。 

   

  ３ 報告セグメントの変更等に関する事項 

「２  報告セグメントごとの資産に関する情報」に記載のとおり、当第２四半期連結累計期

間より、報告セグメントを、従来の５事業から「パルコ事業」を追加し６事業としておりま

す。 

  なお、当第２四半期連結会計期間末をみなし取得日としたことから、損益計算書を連結して

いないため、「１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報」にお

いて「パルコ事業」は記載しておりません。 

   

  ４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

      （固定資産に係る重要な減損損失） 

  重要性が乏しいため記載を省略しております。 

   

      （のれんの金額の重要な変動） 

  「２  報告セグメントごとの資産に関する情報」に記載のとおり、当第２四半期連結累計期

間より、株式会社パルコ及び同社の子会社５社を連結の範囲に含めております。これに伴い、

「パルコ事業」の区分において、のれんを計上しております。 

  なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結会計期間において１７億４６百

万円であります。   

   

      （重要な負ののれん発生益） 

  該当事項はありません。 
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当第２四半期連結会計期間（自  平成24年６月１日  至  平成24年８月31日） 

   

取得による企業結合 

  株式会社パルコ株式の追加取得による連結子会社化 

    平成24年８月27日付で、持分法適用関連会社でありました株式会社パルコの株式を追加取得し 

  たため、同社を連結子会社化いたしました。 

   

 １  企業結合の概要 

  （1）被取得企業の名称及びその事業の内容 

     被取得企業の名称    株式会社パルコ 

     事業の内容          ショッピングセンター事業、専門店事業、総合空間事業、 

                         その他の事業 

  （2）企業結合を行った主な理由 

  当社グループは、都市型商業施設の開発・運営という事業領域で優れたノウハウを有す

るパルコ社との連携を今後深めることで、百貨店ビジネスモデルの変革を加速し競争力強

化をはかるとともに、様々な業種・業態を展開する小売グループとして、グループ全体の

成長力向上をはかることができるため。 

  また、両社はともに高質で付加価値の高い小売ビジネスを指向しているとともに、対象

とする顧客層のグレードやテイストも類似していることから、今後、両社の店舗基盤、顧

客基盤を有効に活用し相乗効果を最大限に創出していくことで、相互の企業価値向上に取

り組んでまいります。 

  （3）企業結合日  

     平成24年８月27日 

  （4）企業結合の法的形式  

     株式の公開買付けによる株式取得 

  （5）結合後企業の名称  

     株式会社パルコ 

  （6）取得した議決権比率  

     企業結合直前に所有していた議決権比率    27.02％ 

     企業結合日に追加取得した議決権比率      37.98％ 

     取得後の議決権比率                      65.00％   

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠 

当社が株式の公開買付けによる株式取得により株式会社パルコの議決権の65.00％を取得

したため。 

   

 ２  四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間  

  当第２四半期連結会計期間末をみなし取得日として連結しているため、当第２四半期連結累

計期間では持分法による投資利益に含まれております。 

  

（企業結合等関係）
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 ３  被取得企業の取得原価及びその内訳  

取得の対価              企業結合直前に所有していた株式会社パルコの 

                             企業結合日における時価                       30,140百万円 

                             企業結合日に追加取得した株式会社パルコの 

                             企業結合日における時価                       42,374百万円 

取得に直接要した費用    アドバイザリー費用等                            650百万円   

取得原価                                                             73,165百万円   

   

 ４ 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額  

     段階取得に係る差損    1,667百万円 

   

 ５ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

   （1）発生したのれんの金額 

      1,746百万円 

   （2）発生原因 

      取得原価が企業結合日の時価純資産（当社持分）を上回ったことにより発生したもので 

    あります。 

   （3）償却方法及び償却期間 

          ５年間にわたる均等償却 
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  １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   

  

   該当事項はありません。 

   

   

平成24年10月９日開催の取締役会において、平成24年８月31日の最終の株主名簿に記録された株主

に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

決議年月日        平成24年10月９日 

配当金の総額           2,379百万円 

１株当たり配当額            4.50円 

   

(１株当たり情報)

  
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年３月１日 
至  平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年３月１日 
至  平成24年８月31日) 

(1）１株当たり四半期純利益金額 4円32銭 7円39銭 

（算定上の基礎）       

四半期純利益金額（百万円） 2,282 3,905 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 2,282 3,905 

普通株式の期中平均株式数（千株） 528,626 528,617 

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 4円32銭 7円39銭 

（算定上の基礎）       

四半期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） 34 31 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があ

ったものの概要 

－ 平成18年５月25日開催定時株主

総会決議による第６回新株予約

権（株式の数 株）は、 

平成24年７月14日をもって権利

行使期間満了により失効してお

ります。 

300,000

(重要な後発事象)

２【その他】

－26－



   

該当事項はありません。 

   

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい
るＪ．フロント リテイリング株式会社の平成24年３月１日から平成25年２月28日までの連結会計年度
の第２四半期連結会計期間(平成24年６月１日から平成24年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間
(平成24年３月１日から平成24年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借
対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及
び注記について四半期レビューを行った。 

   
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠
して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。 

   
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結
財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比
べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

   
監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般
に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、Ｊ．フロント リテイリング株式
会社及び連結子会社の平成24年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累
計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての
重要な点において認められなかった。 

   
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。 

   
以  上 

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成24年10月12日

Ｊ．フロント リテイリング株式会社 

取締役会  御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 安    田          豊    ㊞ 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 佐 々 木     健   次    ㊞ 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 押    谷     崇   雄    ㊞ 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 水    野          大    ㊞ 

  
（注）１  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



   

   

【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成24年10月12日 

【会社名】 Ｊ．フロント リテイリング株式会社 

【英訳名】 Ｊ.ＦＲＯＮＴ ＲＥＴＡＩＬＩＮＧ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼最高経営責任者    奥  田    務 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目10番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

株式会社名古屋証券取引所 

（名古屋市中区栄三丁目８番20号） 



当社代表取締役会長兼最高経営責任者奥田務は、当社の第６期第２四半期（自  平成24年６月１

日  至  平成24年８月31日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載さ

れていることを確認しました。 

   

特記すべき事項はありません。 

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】




